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標記の答弁書（案）を作成没び審査したので、決裁を願います。

所 管 省 庁 ○内閣法制局

外務省

当部の作成事項 全問について

当部の審査事項 なし

質問主意書の提出日 平成2 5年1 2月 6 日

答弁の期限 平成2 5年1 2月 1 3日

事務次官等会議予定日 －

閣議予定日 平成2 5年1 2月1 7日

閣議での取扱い 付議案件



三
、
十
二
及
び
十
三
に
つ
い
て

一
、
二
及
び
四
に
つ
い
て

第
五
号
）
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
政
府
の
考
え
方
を
説
明
す
る
こ
と
で
誠
実
に
答
弁
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の

解
釈
に
係
る
答
弁
を
複
数
回
に
わ
た
り
求
め
ら
れ
て
、
こ
れ
を
故
意
に
拒
否
あ
る
い
は
は
ぐ
ら
か
し
等
し
続
け
た
例
」
は
な

松
長
官
」
と
い
う
。
）
の
答
弁
は
、
小
西
洋
之
委
員
か
ら
の
御
質
問
に
対
し
、
内
閣
法
制
局
長
官
と
し
て
、
衆
議
院
議
員
辻

査
し
、
こ
れ
に
意
見
を
附
し
、
及
び
所
要
の
修
正
を
加
え
て
、
内
閣
に
上
申
す
る
こ
と
」
、
「
法
律
問
題
に
関
し
内
閣
並
び

元
清
美
君
提
出
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
二
十
五
年
八
月
十
三
日
内
閣
衆
質
一
八
四

設
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
「
閣
議
に
附
さ
れ
る
法
律
案
、
政
令
案
及
び
条
約
案
を
審

小
松
長
官
の
答
弁
を
含
め
、
内
閣
法
制
局
長
官
が
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
よ
り
明
確
か
つ
よ
り
具
体
的
な
文
言
に
よ
る
憲
法

い
◎

御
指
摘
の
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
の
参
議
院
決
算
委
員
会
に
お
け
る
小
松
一
郎
内
閣
法
制
局
長
官
（
以
下
「
小

行
政
府
と
し
て
の
憲
法
解
釈
は
最
終
的
に
内
閣
の
責
任
に
お
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
内
閣
法
制
局
は
、
内
閣
法
制
局

参
議
院
議
員
小
西
洋
之
君
提
出
小
松
一
郎
内
閣
法
制
局
長
官
の
資
質
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

〈

［



五
か
ら
九
ま
で
に
つ
い
て

事
官
着
任
以
降
の
職
歴
は
、
宮
崎
礼
壹
元
内
閣
法
制
局
長
官
に
つ
い
て
は
、
内
閣
法
制
局
参
事
官
、
同
総
務
主
幹
、
同
第
二

内
閣
法
制
局
参
事
官
、
自
治
省
税
務
局
市
町
村
税
課
長
、
兵
庫
県
総
務
部
長
、
内
閣
法
制
局
総
務
主
幹
、
同
第
三
部
長
、
同

部
長
、
同
第
一
部
長
、
内
閣
法
制
次
長
及
び
内
閣
法
制
局
長
官
で
あ
り
、
梶
田
信
一
郎
元
内
閣
法
制
局
長
官
に
つ
い
て
は
、

参
事
官
、
通
商
産
業
省
生
活
産
業
局
繊
維
製
品
課
長
、
日
本
貿
易
振
興
会
本
部
企
画
部
長
、
内
閣
法
制
局
第
一
部
中
央
省
庁

第
一
部
長
、
内
閣
法
制
次
長
及
び
内
閣
法
制
局
長
官
で
あ
り
、
山
本
庸
幸
前
内
閣
法
制
局
長
官
に
つ
い
て
は
、
内
閣
法
制
局

駐
笥
特
命
全
権
大
使
及
び
内
閣
法
制
局
長
官
で
あ
る
。
ま
た
、
小
松
長
官
前
の
三
人
の
内
閣
法
制
局
長
官
の
内
閣
法
制
局
参

、
そ
の
職
責
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

行
政
府
に
よ
る
行
政
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
憲
法
を
始
め
と
す
る
法
令
の
解
釈
の
一
貫
性
や
論
理
的
整
合
性
を
保
つ
と
と
も

さ
つ

同
省
国
際
法
局
長
、
ス
イ
ス
国
兼
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
、
フ
ラ
ン
ス
国
兼
ア
ン
ド
ラ
国
モ
ナ
コ
国

一
」
、

Ｉ に
内
閣
総
理
大
臣
及
び
各
省
大
臣
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
」
等
を
所
掌
事
務
と
し
て
内
閣
に
置
か
れ
た
機
関
で
あ
り
、

小
松
長
官
の
外
務
省
入
省
以
降
の
主
な
職
歴
は
、
同
省
条
約
局
法
規
課
長
、
同
局
条
約
課
長
等
を
経
て
同
省
欧
州
局
長
、

法
律
に
よ
る
行
政
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
内
閣
等
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
な
ど
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
と
も

〈

〔



十
に
つ
い
て

係
る
法
律
案
等
の
審
査
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
部
に
お
い
て
条
約
案
の
審
査
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
参
事
官
は
、

、
金
融
庁
、
総
務
省
（
公
害
等
調
整
委
員
会
を
除
く
。
）
、
外
務
省
、
財
務
省
及
び
会
計
検
査
院
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に

は
、
は
、

所
の
観
点
か
ら
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

等
改
革
法
制
室
長
、
同
第
四
部
長
、
同
第
二
部
長
、
同
第
三
部
長
、
同
第
一
部
長
、
内
閣
法
制
次
長
及
び
内
閣
法
制
局
長
官

そ
の
ほ
か
に
、
総
務
省
の
う
ち
行
政
評
価
局
及
び
財
務
省
の
う
ち
国
際
局
（
一
部
の
課
を
除
く
。
）
の
所
管
に
属
す
る
事
項

に
係
る
法
律
案
等
の
審
査
を
行
っ
て
い
る
。

で
あ
る
。

内
閣
法
制
局
に
お
け
る
条
約
案
の
審
査
に
関
す
る
事
務
は
第
三
部
に
お
い
て
行
っ
て
お
り
、
第
三
部
長
は
、
そ
の
ほ
か
に

内
閣
法
制
局
長
官
の
任
命
は
、
内
閣
法
制
局
長
官
に
求
め
ら
れ
る
能
力
や
適
性
等
を
公
正
か
つ
厳
格
に
判
断
し
、
適
材
適

内
閣
法
制
局
長
官
は
、
内
閣
法
制
局
の
事
務
を
統
括
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て

、
内
閣
法
制
局
長
官
の
決
裁
を
経
て
決
定
し
て
い
る
。

案
件
の
内
容
等
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
重
要
な
案
件
に
つ
い
て

8

く



十
一
に
つ
い
て

業
選
択
の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
い
る
。

支
給
し
て
い
る
。
な
お
、
現
在
、
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二

号
）
に
基
づ
く
支
給
額
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
額
の
給
与
減
額
支
給
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

与
に
つ
い
て
は
、
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
も
、
憲
法
第
二
十
二
条
第
一
項
が
定
め
る
職

お
尋
ね
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
い
が
、
内
閣
法
制
局
長
官
の
給

で

&



…莚司 参99 小西洋之議員

1ﾘﾐ”八" Iでご切

正式転送

内閣官房内閣総務官室へ

閣議資料等を提出

閣議に付議

（閣議決定後国会へ提出）

1羽↓ 日 （＆）
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質
問
第
七
九
号

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提
出
す
る
。

小
松
一
郎
内
閣
法
制
局
長
官
の
資
質
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
五
年
十
一
一
月
気
日

参
議
院
議
長
平
田
健
二
殿

（
I

＆
小
西
洋
之
憩

し

●



一

一‘聖塾 、七へ参十三 0伝

四
小
松
内
閣
法
制
局
長
官
は
、
「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
、
憲
法
の
条
文
改
正
を
行
う
以
外
に
不
可
能
で
あ
る
』
旨
を
具
体

三
憲
法
学
者
や
論
評
等
に
お
い
て
、
内
閣
法
制
局
が
、
「
法
の
番
人
』
と
呼
称
さ
れ
る
意
味
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

二
過
去
の
内
閣
法
制
局
長
官
の
国
会
答
弁
に
お
い
て
、
質
疑
者
よ
り
、
よ
り
明
確
か
つ
よ
り
具
体
的
な
文
言
に
よ
る
憲
法
解

拒
否
を
行
っ
た
も
の
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
）
は
あ
る
か
。
そ
の
有
無
並
び
に
具
体
例
を
示
さ
れ
た
い
。

釈
に
係
る
答
弁
を
複
数
回
に
わ
た
り
求
め
ら
れ
て
、
こ
れ
を
故
意
に
拒
否
あ
る
い
は
は
ぐ
ら
か
し
等
し
続
け
た
例
（
少
な
く

使
は
、
憲
法
の
解
釈
変
更
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
憲
法
の
条
文
改
正
と
い
う
手
段
を
取
る
ほ
か
な
い
」
と
い
う
従
来
の
政
府

と
も
、
小
松
長
官
は
三
度
に
渡
り
明
示
に
要
求
さ
れ
、
そ
の
都
度
内
容
を
変
え
た
答
弁
を
行
っ
て
お
り
、
確
信
犯
的
に
答
弁

言
を
使
用
し
て
の
よ
り
明
確
な
答
弁
』
を
求
め
る
質
問
を
、
三
度
に
渡
り
拒
否
し
続
け
た
理
由
は
何
か
。

る
こ
と
の
政
治
的
な
影
響
に
配
慮
し
た
の
で
は
な
い
の
か
。

の
憲
法
解
釈
を
現
時
点
で
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
私
の
憲
法
の
解
釈
変
更
と
条
文
改
正
と
い
う
一
弓
の
文

内
閣
法
制
局
長
官
と
し
て
、
「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
、
憲
法
の
条
文
改
正
で
な
け
れ
ば
不
可
能
」
と
具
体
的
に
発
言
す

平
成
年
十
一
月
二
十
五
日
の
参
議
院
決
算
委
員
会
の
審
議
に
お
い
て
、
小
松
内
閣
法
制
局
長
官
が
、
『
集
団
的
自
衛
権
の
行

小
松
一
郎
内
閣
法
制
局
長
官
の
資
質
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（

〔

1



少
も

私

絢募｛ 涼鋤馬

執

そ
の
業
務
の
実
態
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
（
質
問
者
の
霞
ヶ
関
官
僚
と
し
て
の
か
つ
て
の
具
体
的
経
験
か
ら
も
、

六
小
松
内
閣
法
制
局
長
官
の
外
務
省
入
省
以
降
の
主
な
職
歴
を
具
体
的
か
つ
網
羅
的
に
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
小
松
内
閣
法

五
内
閣
法
制
局
の
行
う
法
令
審
査
業
務
（
全
て
の
国
内
法
令
及
び
条
約
の
条
文
審
査
を
行
う
こ
と
）
と
法
令
意
見
業
務
（
憲

法
問
題
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
法
律
問
題
に
つ
い
て
の
解
釈
を
内
閣
総
理
大
臣
等
に
意
見
す
る
こ
と
）
に
つ
い
て
、
小
松
内
閣

拒
否
を
確
信
犯
的
に
三
度
に
わ
た
り
繰
り
返
し
た
。

的
に
言
明
す
る
答
弁
を
繰
り
返
し
求
め
ら
れ
て
、
し
か
し
、
聞
か
れ
て
も
い
な
い
事
項
を
答
弁
す
る
な
ど
の
事
実
上
の
答
弁

内
閣
法
制
局
長
官
は
、
そ
の
「
統
括
」
の
在
り
方
と
し
て
、
法
律
案
の
一
言
一
句
の
逐
条
的
な
審
査
と
、
個
別
の
法
令
意
見

法
制
局
長
官
以
前
の
三
代
の
長
官
が
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
「
統
括
」
丙
閣
法
制
局
設
置
法
第
二
条
第
二
項
）
し
て
い
た
の
か
、
２

倍
総
理
の
番
犬
』
な
の
か
。

羅
的
に
示
さ
れ
た
い
。

制
局
長
官
以
前
の
一
二
人
の
内
薦
法
制
局
長
官
の
内
閣
法
制
局
参
事
官
着
任
以
降
へ
長
官
退
任
ま
で
の
職
歴
を
具
体
的
か
つ
網

に
つ
い
て
そ
の
解
釈
の
妥
当
性
に
つ
い
て
の
確
認
を
行
い
得
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
）
。

小
松
内
閣
法
制
局
長
官
は
、
「
法
の
番
人
」
た
る
内
閣
法
制
局
の
長
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
異
例
の
政
治
任
用
を
受
け
た
「
安

（

（

《



1

色
争

！

八 七
小
松
内
閣
法
制
局
長
官
の
専
門
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
国
際
法
分
野
に
お
け
る
法
令
で
あ
る
条
約
を
法
令
審
査
し
て
い
る

I

法
令
分
野
を
具
体
的
か
つ
網
羅
的
に
示
さ
れ
た
い
。

内
閣
法
制
局
の
担
当
部
長
、
担
当
参
事
官
が
、
条
約
の
法
令
審
査
業
務
と
は
別
に
業
務
と
し
て
担
当
し
て
い
る
各
省
庁
等
の

令
意
見
業
務
を
ど
の
よ
う
に
「
統
括
」
で
き
る
の
か
、
ま
た
、
し
て
い
る
の
か
、
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。

を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

十
年
余
り
に
渡
る
各
ポ
ス
ト
と
そ
こ
で
の
業
務
を
通
じ
て
培
っ
た
、
法
令
審
査
業
務
、
法
令
意
見
業
務
に
つ
い
て
こ
れ
ら
を

人
事
慣
行
の
理
由
に
つ
い
て
第
一
部
の
業
務
内
容
を
踏
ま
え
つ
つ
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

る
は
ず
』
と
の
見
解
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。

「
統
括
Ｆ
す
を
だ
け
の
能
力
、
資
質
を
形
成
・
体
得
で
き
た
と
判
断
し
、
内
閣
法
制
局
長
官
に
任
命
し
た
の
か
、
そ
の
理
由

ま
た
、
法
制
局
第
一
部
長
の
職
務
経
験
が
な
い
小
松
内
閣
法
制
局
長
官
が
、
内
閣
法
制
局
の
一
天
業
務
の
一
つ
で
あ
る
法

小
松
内
閤
法
制
局
長
官
の
着
任
以
前
の
歴
代
の
内
閣
法
制
局
長
官
が
、
法
制
局
第
一
部
長
を
経
験
す
る
こ
ど
と
し
て
い
た

一

こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
「
国
際
法
の
専
門
家
で
あ
る
か
ら
、
内
閣
法
制
局
長
官
の
職
責
が
全
う
で
き
る
だ
け
の
資
質
が
あ

こ
の
上
で
、
小
松
内
閣
法
制
局
長
官
が
、
い
つ
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
、
歴
代
の
内
閣
法
制
局
長
官
が
、
内
閣
法
制
局
の
一
一
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十
二
小
松
内
閣
法
制
局
長
官
は
、
内
閣
法
制
局
長
官
と
し
て
の
資
質
を
欠
く
立
場
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
長
官
に
就
任
し
、
４

召

早
卜

十
一
小
松
内
閣
法
制
局
長
官
が
フ
ラ
ン
ス
大
使
の
職
を
辞
す
る
際
に
、
憲
法
第
二
十
二
条
に
定
め
る
職
業
選
択
の
自
由
は
小

十 九
質
問
者
が
確
認
し
た
限
り
に
お
い
て
、
数
十
人
の
現
役
の
霞
ヶ
関
官
僚
か
ら
、
「
内
閣
法
制
局
長
官
は
、
小
松
内
閣
法
制
局

自
衛
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
憲
法
解
釈
に
よ
り
こ
れ
を
可
能
と
す
る
べ
く
企
図
し
て
い
る
安
倍
内
閣
の
一
員
と
し
て
務
め
て

“

松
長
官
に
保
障
さ
れ
て
い
た
か
。

長
官
の
よ
う
な
職
歴
の
人
物
が
務
ま
る
よ
う
な
職
責
の
ポ
ス
ト
で
は
到
底
あ
り
得
な
い
。
非
常
識
極
ま
り
な
い
言
語
道
断
の

９

馬
鹿
げ
た
人
事
で
あ
る
。
」
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

て
守
り
抜
く
使
命
感
と
責
任
感
を
背
負
う
者
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

い
る
。
「
解
釈
変
更
で
は
不
可
能
で
あ
り
齢
憲
法
の
条
文
改
正
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
」
と
の
憲
法
解
釈
が
確
立
し
て
い
る
集
団
的

本
来
あ
る
べ
き
霞
ヶ
関
の
官
僚
は
、
我
が
国
の
立
憲
主
義
と
法
の
支
配
を
、
国
家
公
務
員
と
し
て
法
制
度
の
専
門
家
と
し

小
松
内
閣
法
制
局
長
官
の
給
与
、
賞
与
等
の
全
収
入
（
年
間
）
を
内
訳
と
と
も
に
示
さ
れ
た
い
。

「
小
松
内
閣
法
制
局
長
官
に
は
、
元
霞
ヶ
関
官
僚
と
し
て
の
瀞
持
が
あ
る
の
か
。
後
輩
の
霞
ヶ
関
官
僚
達
に
対
し
て
、
職

で
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十
三
日
夜
、
内
閣
法
制
局
設
置
法
に
定
め
る
内
閣
法
制
局
の
目
的
を
全
う
す
る
た
め
に
厳
し
い
職
務
環
境
の
中
へ
職
責
の
全

業
人
と
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
の
か
」
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
小
松
長
官
に
具
体
的
に
確
認
の
上
、
答
弁
さ
れ
た

知
し
て
い
る
）

立
・
公
正
性
の
在
り
方
に
つ
い
て
危
倶
を
抱
い
て
い
な
い
か
（
質
問
者
に
あ
っ
て
は
、
現
に
そ
う
し
た
声
が
あ
る
も
の
と
承

任
に
、
内
閣
法
制
局
職
員
と
し
て
の
誇
り
を
傷
付
け
ら
れ
、
法
の
番
人
と
し
て
の
政
治
権
力
に
屈
し
な
い
内
閣
法
制
局
の
中

う
と
そ
れ
を
通
じ
た
研
鐙
に
励
ん
で
い
る
内
閣
法
制
局
職
員
は
、
本
来
な
る
べ
き
資
質
を
欠
く
小
松
内
閣
法
制
局
長
官
の
就

い
0

右
質
問
す
る
。 0
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